
                               

                               

                               

                               

                               

 南の空低い位置にある星座で、尖った四角形

のような形をしていますが、明るい星が少なく

見つけにくい星座です。 

秋の星座「ちょうこくしつ座」 

 

Ｎｏ．５２８ 

１ 

 

令和元年  

１１月２２日号 広  報 

舟形町長選挙に伴う立候補予定者・出納責任者説明会のお知らせ 
令和２年２月９日執行の舟形町長選挙に伴う立候補予定者および出納責任者説明会を 

次のとおり開催します。 
 

◎立候補予定者および出納責任者説明会 
▼日   時／12月 26日（木）午後１時 30分～ 

▼場   所／役場３階会議室 

▼問い合わせ／舟形町選挙管理委員会事務局  ☎(32)2111(内線 232) 

灯油購入に助成します！ 5,000円 
1世帯当たり 

●家族全員が 65歳以上の世帯 

●障がい者等のいる世帯（身障手帳１・２級、精神福祉手帳１･２級、療育手帳所持者、要介護認定３以上） 

●ひとり親世帯（18歳未満の児童と現に生活しているひとり親世帯） 

●歳末たすけあい募金支給対象世帯 

●東日本大震災による避難者世帯 

 ※対象となる障がい者等が長期入院または施設入所中の場合を除く。 

 ※生活保護世帯を除く。 

 対象となる世帯には、１２月上旬から民生委員または町職員が自宅を訪問し配布します。 

≪対象条件≫ 

 町では、高齢者世帯および障がい者世帯等の低所得世帯に対して、生活の安定と経済的負担の軽減を図る

ことを目的に、「灯油購入助成券（1世帯当たり 5,000円）」を配布します。対象は、町民税が非課税の世帯で、

次の条件のいずれかに該当する世帯です。 

▼問い合わせ／舟形町健康福祉課福祉係 ☎(32)0655 



▼募集期間／令和２年２月 28日（金）まで 

▼募集区域／舟形町全域 

▼応募方法／申込書の提出が必要です。農業振興課に問い合わせください。 

▼申込みに当たっての留意点／ 

 ・既に募集に応募している方は、改めて応募する必要はありません。 

 ・応募いただいた場合、内容の一部をインターネットなどで公表することになります。 

詳しくは問い合わせください 

 

 

 

▼今後の借受・貸付のマッチング／①１月上中旬 ②２月上中旬 ２回実施予定 

▼応募・問い合わせ／舟形町農業振興課農政企画係      ☎ (３２)０９４７ 

公益財団法人やまがた農業支援センター ☎ ０２３（６３１）０６９７ 

                               

                               

                               

                               

                               

農用地等の貸付希望の申込みも町農業振興課で受付していますので、問い合わせください。 

 

防災行政無線を用いた情報伝達訓練を実施します 

 

 

 

 地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、次のとおり情報伝達訓練を行います。この訓練は、 

全国瞬時警報システム（Ｊアラート）※を用いた訓練で、舟形町以外の地域でも様々な手段を用いて 

情報伝達訓練が行われます。 

（１）訓練実施日時  12月４日（水） 午前11時ごろ 

（２）訓練で行う放送試験 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

※地震・津波や武力攻撃などの国からの緊急情報を、人工衛星などを通じて 

瞬時に伝えるシステムです。 

▼問い合わせ／舟形町住民税務課危機管理室 ☎（32）0155 

情報伝達手段 放送内容 

防災行政無線 

 町に設置してある防災行政無線から、一斉に、次のように放送されます。 

【放送内容】 

上りチャイム音 

＋ 「これは、テストです。」×３ 

＋ 「こちらは、防災舟形広報です。」 

＋ 下りチャイム音 

 

 
 

１２月から来年４月までの「水道・下水道料金」は、冬期間に水道 

メーターの検針ができないため、見込み水量で計算した金額となります。 

来年５月の検針で、冬期間に使用した水量を確定し、見込み水量との 

差し引きで料金を精算します。なお、冬期間の料金設定を多く（または少なく）したい 

とお考えの方はご連絡ください。 

▼お問い合せ／舟形町地域整備課水道係 ☎（32）0915 



                               

                               

                               

                               

                               

自動車税・軽自動車税・土地・家屋以外の事業用資産は 

償却資産（固定資産税）の申告が必要となります 
☆償却資産とは・・・ 

  土地、建物を除く事業のために用いることができる有形の資産で、その減価償却額または減価償却費が 

所得税法または法人税法の規定による所得の計算上、損金または必要経費に算入されるものをいいます。 

所得税、法人税の確定申告において必要経費に算入される資産は、必ず償却資産の申告が必要となります。 

 

☆償却資産の申告をしていただく方は・・・ 

  毎年１月１日現在、舟形町に事業用の償却資産を所有または賃貸している個人または法人です。 

 

☆事業を営んでいる場合、どんなものが償却資産の対象となるか・・・ 

農業であれば、ビニールハウスや農機具（注）などです。 

塗装、建築などの建設業であれば、発電機、溶接機や工具などです。 

（注）乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機などの農作業用自動車は、軽自動車税の課税対象と 

なりますので、償却資産の対象外です。 

ただし、農耕用作業車で最高速度、時速 35㎞以上のものは、償却資産の対象です。 

償却資産として申告の対象の例 

▼募集／４戸（町営住宅舟形団地１・３号棟） 

▼入居資格／次の全てに該当する方 

①住宅に困窮している方 ②年間給与所得等から各種控除額を差引いた額の12分の1が15.8 万円以下の方 

③税及び公共料金の滞納がない方 ④申込者及び同居者が暴力団員でない方 

▼家賃／13,800円～（所得などにより変動有）▼敷金／家賃の３ヵ月分 

▼規模及び構造／和室３室・台所・便所・風呂・洗面所 ▼持込用品／ガスレンジ・照明器具など 

●〆   切／12月２日（月） 

●申込み方法／地域整備課農村整備係に準備してある指定用紙にご記入の上、申込みください。 

       ※指定用紙は町ホームページからもダウンロードできます。 

●問い合わせ／舟形町地域整備課農村整備係 ☎（３２）０９１５ 

 

機械設備 ビニールハウス 乗用装置のない耕運機 乗用装置のない田植機 

☆12月下旬に郵便で申告用紙、明細書等を送りますので、該当する資産がある場合は申告を 
お願いします。 

☆申告された償却資産の課税標準額の合計が 150万円未満の場合、課税はされませんが、 

その場合でも申告書の提出にご協力をお願いします。 
☆申告期限は毎年１月 31日（土、日の場合は翌月曜日）です。 
 

▼問い合わせ／舟形町住民税務課税務係 ☎（32）0466 



                               

                               

                               

                               

                               

▼問い合わせ／舟形町健康福祉課福祉係 ☎（３２）０６５５ 

児童手当は、次世代の社会を担う子どもたちの成長を社会全体で応援するため、中学校修了までの子

どもを養育する方を対象に支給されます。※所得制限があります。 

▼支払額／・３歳未満：15,000円/月 

     ・３歳～小学校終了前：10,000円/月（第３子以降は 15,000円/月） 

     ・中学生：10,000円/月 

▼支払日／６、10、２月の各９日（支給日が土日祝の場合はその直前の休日でない日） 

▼手続き／出生・他の市区町村からの転入・氏名住所変更・支払口座の変更・公務員になられた場合等 

は福祉係窓口で手続きが必要です。※公務員の方は勤務先で手続きをしてください。 

▼持ち物／健康保険被保険者証、請求者名義の通帳、個人番号のわかるものなど 

父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない 18 歳未満の児童（一定の障がいがある場

合は 20歳未満）が健やかに育成されるように、児童の養育者に支給されます。※所得制限があります。 

▼支払額／・全額支給：42,910円/月 

      ・一部支給：10,120～42,900円/月 

      第２子、３子がいる方は加算があります。 

▼支払日／令和元年 11月分から奇数月に 2ヵ月分の支給 

▼手続き／・新規申請・他の市区町村からの転入・氏名住所変更・支払口座の変更等の場合は福祉係窓口 

     で手続きが必要です。 

・申請者名義の通帳、個人番号のわかるもの、戸籍謄本など必要書類があります。 

▼注意点／・婚姻を解消していても、父または母の配偶者に養育されている場合などは支給対象外です。 

・変更事項が発生した場合にはお早目にご連絡ください。 

※手当の返還を求められる場合があります。 

・受給者または児童が公的年金給付等（老齢福祉年金、遺族補償など）を受給している場合、 

その額により全部または一部が制限されます。 

20歳未満の精神や身体に障がいのある児童が健やかに育成されるように、児童を在宅で養育している 

両親等に支給されます。※所得制限があります。 

▼支払額／・１級：52,200円/月 

      ・２級：34,770円/月 

▼支払日／４、８、11月の各 11日（支給日が土日祝の場合はその直前の休日でない日） 

▼手続き／・新規申請・他の市区町村からの転入・氏名住所変更・支払口座の変更等の場合は福祉係窓口 

で手続きが必要です。 

・請求者名義の通帳、診断書、個人番号のわかるものなど必要書類があります。 

▼注意点／提出された診断書をもとに、県が障がい審査を行います。 

◇児童手当 

◇児童扶養手当 

◇特別児童扶養手当 

福祉係からのお知らせ 

各種手当について変更事項が発生した場合は、窓口での手続きが必要です。 



                               

                               

                               

                               

                               

適正な基準で福祉制度を受けるために 

年末調整・申告を忘れずに！ 

 

○年少扶養親族の人数が影響を与える制度 
 児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当・保育料・福祉医療証 等 

(16歳未満の扶養親族についても申告を忘れないようにお願いします。) 

○申告をしなかった場合 

 福祉制度を利用したい時に申請しても、所得基準の判定ができないため、必要な福祉制度が受けられなく

なります。申告をしていない、申告を間違えた場合は税務署や住民税務課に申告が必要になります。 

また、制度が利用できるようになるまでに時間がかかりますので、ご注意ください。 

▼問い合わせ／舟形町健康福祉課福祉係 ☎（32）0655 

今年も所得申告・年末調整の時期を迎えました。所得申告をしなかったり、扶養親族等の申告に漏れが

あると、適正な所得基準で福祉制度を受けられなくなる場合があります。 

 歯周病（歯周疾患）は、40 歳を過ぎた人の歯を失う原因の第１位です。歯周病を予防して、生涯、自分

の歯と口の健康を守り、8020（80歳で20本以上自分の歯）を目指しましょう。 

 対象の方には7月に受診券を郵送しています。期限が12月末までとなっていますので、受診を希望する

方は、早めに受診しましょう。 

 ▼検診期間／12月31日（火）まで 

▼場  所／山形県歯科医師会所属の歯科医院（町内では、デンタル美光で受診できます） 

▼対  象／40歳（昭和54年４月２日～昭和55年４月１日生まれの方） 

      50歳（昭和44年４月２日～昭和45年４月１日生まれの方） 

      60歳（昭和34年４月２日～昭和35年４月１日生まれの方） 

      70歳（昭和24年４月２日～昭和25年４月１日生まれの方） 

▼費  用／1,000円（残りの費用を町で負担） 

▼受診方法／事前に歯科医院へ予約し、町から送付した「受診券」を持参ください。 

▼その他／現在、歯科医院に通院中で治療中の方は対象外になります。 

▼問い合わせ／舟形町健康福祉課地域保健係 ☎（３２）０８１０ 

 

 体験実習館および猿羽根山公園は、冬季間閉鎖

となります。猿羽根山公園への道路も年末年始

以外は除雪を行いませんので、ご理解とご協力

をお願いします。 

▼閉鎖期間／12月１日（日）～ 

令和２年３月 31日（火） 

▼問い合わせ／舟形町まちづくり課交流促進係 

☎（32）0844 

▼販 売 日／12月22日（日）午前8時30分～ 

▼特別回数券／4,000円（13枚綴り） 

▼そ の 他／1年間有効でお一人様5冊まで。 

▼問い合わせ／舟形若あゆ温泉 

               ☎（32）3655 
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①
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②
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『やまがた縁結びたい』結婚相談会 

 

 

 

 

 

【開催日】12月15日（日） 

          午後1時～４時 

【場 所】山形県職員会館 あこや会館 

【申込み】電話またはFAX 

      ☎  023（615）8755 

      Fax 023（665）5498 

やまがた縁結びたいによる 

結婚なんでも相談 最上でも開催！  

【日時】令和2年1月26日（日） 

3月  7日（土） 

午後1時～5時 

【会場】新庄市民プラザ 

▼申込み・詳細はこちらから▼         

⇒http://ymsc-yamakon.net/ 

▼問い合わせ 
舟形町結婚サポートセンター 
☎ （32）1152 
E-Mail 
funakon@funagata.info 
▼営業時間 
午前８時30分～午後５時15分 

▼営業日 
月・水・金・土・日 

（年末年始はお休みです） 

ク
リ
ス
マ
ス
パ
ー
テ
ィ
ー 

【
開
催
日
】
12
月
15
日
（
日
） 

【
対
象
者
】
20
～
39
歳
ま
で
の 

独
身
男
女 

各
20
名 

【
参
加
費
】
３
，
０
０
０
円 

【
〆 

切
】
12
月
８
日
（
日
） 

 12月３日から「12月定例会」が開催されます。

傍聴を希望の方は議会事務局で受付してください。 
 
▼日時／12月４日（火）～６日（金） 

    午前10時～ 

▼場所／議場 

▼問い合わせ／舟形町議会事務局 

☎（32）0030 

tel:023-615-8755


                               

                               

                               

                               

                               

広告 



   子育て支援センター「みらい」 １２月の日程表  

日 月 火 水 木 金 土 

１ 

２ ３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 ７ 

８ 

９ 

 

１０ 

 

  

１１ 

遊びの広場 

  

１２ １３ 

  １４ 

１５ 

１６ 

 

１７ 

 

１８ 

午後閉館 

１９ 

お話広場 

 

２０ 

 ２１ 

２２ 

２３ ２４ 

ふれあい育児 

午前閉館 

２５ 

遊びの広場 

 

2６ 

 

  

２７ 

  ２８ 

２９ 

 

３０ 

 

３１ 

 

  

 

 

 

  

 

  
［ご利用について]  ☆ 土曜日・日曜日・祝祭日 ○印は休館日になります。 

     １８日は、乳幼児健診のため午後閉館。 

     ２４日は、ふれあい育児の広場のため午前閉館します。 

     ３０日から1月３日まで年末年始の休館となります。 

 

①育児相談（来所・電話）…午前8時30分～午後4時30分  

②遊びの場としての利用  …午前9時30分～11時30分 

午後3時～4時30分 

   ●第２・４水曜日は｢遊びの広場｣…親子で楽しめる簡単な遊びを用意しています。 

●第３木曜日は「お話広場」……絵本の読み聞かせと楽しい手遊びを行います。 

③ふれあい育児の広場 ……1歳以上の未就園児を対象にした親子の交流広場です。 

           

                         

たくさんのボールがコロコロ。 

楽しいね。いっぱい遊んだよ。 

（ふれあい育児の広場より） 

 

 

 

ふれあい育児の広場 

「支援センターで遊ぼう」を開催しました。 

子どもたちは遊ぶことによって成長します。今回は支援センターで自由に 

遊んでもらいました。ままごと・お人形・お医者さんごっこなど、一人ひとり 

が好きな遊びを楽しみました。たくさん遊んだので、夜はぐっすり眠れたので

はないでしょうか。 

  【1２月のふれあい育児の広場】 

「クリスマス会」 

１２月２４日（火）   

午前１０時まで  

支援センター「みらい」に集合 

 

 

   にこにこ通信   
                                令和元年１１月発行 第１３９号 

             

 

 

 

 

  

                                                       

                        

                      

                                                                          

                                                                             

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            舟形町子育て支援センターみらい ☎（32）2120  

 2014年は、午(うま)年です。 

天候を始め、国内外でも気になる

話題も多い今日です。新しい年が穏

やかな良い年でありますように願っ

ています。 

先ずは、健康第一。前向きに明るい

気持ちで過ごすことは、免疫力アッ

プにもつながります。笑顔いっぱい

の年になりますように・・・!! 

 今年も残り１ヵ月。クリスマスが待ち

遠しい子どもたちは、サンタさんへどん

な手紙を書くのでしょう。いつもがんば

っている子どもたちにプレゼントが届く

といいですね。 

 これからの季節は、インフルエンザの

流行する時期です。「かからない」「うつ

さない」を心掛け、元気にお正月が迎え

られるように、体調管理に努めましょう。 

 

共にふれあい、未来をはぐくむ子育て支援センター 

 


